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【特集論文】 

 

国語科教育特論 

―作文指導における「自己表現」の展開― 

 

府川 源一郎（日本体育大学） 

 

 近代教育が開始された当時は，まだ日本語の平易な書きことばが整っていなかった。そ

れは国語教育の中で徐々に準備され，子どもたちは明治末期になって「言文一致文体」で，

作文を書くことが可能になった。その後，子どもたちは詩や文章によって，様々な「自己

表現」を積み重ねた。その基底にあったのは，言語が事実を写し出すというリアリズムの

言語観だった。しかし，戦後になって，文章が事実を引き出す，あるいは文章が現実を創

り出すという言語観に支えられた作文指導が展開することによって，子どもたちの「人間

性」に対する新しい見方も生まれてきた。そのような新しい作文観は，これからの国語教

育にとって，きわめて有力な力となる。 
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Advanced Japanese Language Education  

- History of 'self expression' in Education of Japanese composition - 

 

Genichiro FUKAWA (Nippon Sport Science University) 

 

    At the time of modern education being started, there was still no simple Japanese writing in 

place. It was gradually prepared in Japanese language education, and the children became possible 

to write compositions in the late Meiji era with "Words match style". After that, the children 

accumulated various "self expression" by poetry and sentences. What was founded on that basis 

was a language view of realism that the language projected the facts. However, new ways of 

thinking about "human nature" of children have been born by the development of composition 

guidance supported by the view of linguistic sentences after the war, the sentences draw out facts 

or the sentences create reality. Such a new composition reading becomes a very powerful force for 

future Japanese language education. 

 

Key Words: The style is the same man，Japanese composition,self expression，Human nature 
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はじめに 

 「文は人なり」という慣用句がある。文章には，

書き手の人となりや人格が表れているというよう

な意味で使われる。文章には，その書き手の「人

間性」が反映するということでもあろう。この考

えにしたがうなら「作文指導」とは，学習者の言

語表現と人間性との接点であり，それが見えやす

い形で交錯する「場」であると，とらえることが

できる。すなわち，国語科で行う作文の指導とそ

の結果産出された文章は，「国語科の本質」と「人

間性」の相互関係を検討する格好の対象になると

いうことである 1)。 

 ところで「文は人なり」という慣用句は，一般

には，人間が内面に持っている「人間性」を「文」

が媒介して表出するということだと考えられる。

その場合には，人間の中に備わっていた「人間性」

という実体を，「文」という言語形式が仲立ちする

ということになる。とするなら，表現の道具とし

ての「文」はできるだけ平易で表現者に自在に操

れる存在であることが望ましい。なぜなら，言語

形式が難解なら，表現者は書きことばによって「人

間性」を表現することが困難になるからだ。 

 実は近代教育が出発した明治初期に「作文教育」

が直面していたのは，そうした問題だった。学習

者である子どもたちが自らとらえた事象や自分の

感じた感覚などを身の丈に合った日本語によって

表現しようと思っても，それにふさわしい文章そ

のものが存在していなかったのである。それは明

治初期の子どもたちが，自分たちの話しことばに

近い書きことばを持っていなかったということで

もある。 

 本稿の第 1章では，こうした明治初期の言語状

況が，ことばの教育実践によって改善されていく

様子を概観する。それは，大人たちによる「言文

一致文体」という平易な文章形式創成の努力と，

子どもたちがその文体を作文の中に取り入れて行

く過程を記述することでもある。最も早い時期に

平易な文章で書かれた作文指導の具体的な作文例

を取り上げて検討する。 

 第 2章で扱うのは，ようやく平易な文章文体を

獲得することができた子どもたちが，その文章文

体を使って様々な新しい側面を切り開いた例であ

る。そこでは「人間の内面」を言語表現が媒介す

るという作文指導観が文章作成実践を牽引した。

すなわち，表現のための言語が「ありのまま」に

「人間の内面＝人間性」を写し出すことができる

というリアリズム言語観がそうした実践を支えて

いたのである。これもいくつかの具体例を取り上

げる。 

 続く第 3章では，近年の作文における「自己表

現」の問題を考える。戦後の意欲的な実践の模索

から，「人間性」の表現の道具として言語が機能す

るというより，むしろ言語表現によって新たな「内

容＝人間性」が創出されるだという考え方が出て

きた。こうした言語観は，現代哲学においては「言

語論的転回」と呼ばれる。「言語論的転回」という

枠組みを踏まえて「文は人なり」という慣用句の

内実を読み替えるなら，それは「人は文なり」と

いうことになるのかもしれない。そうした現代の

言語状況における作文指導の試みを取り上げ，そ

の可能性について検討する。 

 

1．「自己表現」の基盤の構築 

1.1 「読本」の文章の平易化の試行 

 文章を書く学習には，それに先だって必ず「文

章を読む」学習が存在する。規範的な文章を読む

過程が存在するから，それを範型として文章を書

くことができるのである。すなわち作文の学習は，

読むための教材集としてあらかじめどのような文

章が用意されていたのかという問題と不可分の関

係にある。 

 明治期において正式な文章とは，漢字仮名交じ

りの和文脈の文章，あるいは漢文体の文章のこと

であり，読むための教材集＝読本に収録されてい

た文章も基本的にはそのような文体の文章群だっ

た。その時々の社会状況・時代状況の中で，公的

だと認められたものこそを教育機関で学習させる

べきだという考えは，ある意味で当然である。し

かし，漢字仮名交じりの和文脈の文章，あるいは

漢文体の文章の習得には，多くの訓練の時間と費
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用がかかり，余裕のある一部の人々にしか習得は

できない。加えて，それらの文章文体は庶民が日

常話している話しことばとは，かなりの距離があ

った。ましてや当時の子どもたちが，書きことば

を通してそれぞれの心情や考えを「自己表現」す

ることは至難の業に近かった。 

 こうした事態を念頭において，明治初期の国語

教科書では実験的な試みがいくつか行われた。た

とえば，1871（明治 4）年に古川正雄が著した初

学者用教科書『ちゑ の いとぐち』には，その

一部に「口語文体」が採用されていた。「わたくし 

は きのふ つり に まゐりました ／ あな

た は おはなみ に おいで なさり ました

か」のような文が，それである。これは「わたく

し」「あなた」という一人称を使って会話場面を取

り上げた平易な，内容的には書き手の体験を書き

表したものである。初学の子どもたちを対象にし

た教材文であるとはいえ，これまでこのように平

易な日本語文体は，ほとんど見ることはできなか

った。だが，このような言語的試行は，翻訳臭に

満ちた新奇な文章としか受けとめられず，大方の

賛同を得ることはできなかった。 

 

1.2 読本に登場した「談話体＝口語文体」 

 その後，読本類に「口語文体＝談話体」が再び

登場してくるのは，1887（明治20）年前後である。

小学校低学年の教材文に談話体を進んで採用した

読本には，新保磐次の『日本読本』，西邨貞の『幼

学読本』（ともに金港堂）などの早い例がある。文

部省もほぼ同時期に，新しく『読(よみ)書(かき)入

門』（一学年前期用）『尋常小学読本』（七冊）を編

纂し，「談話体」の文章を積極的に使用した教材を

登場させた。この官製読本を企画推進したのは，

文部省編集局長だった伊澤である。彼は，国民的

なリテラシーを向上させるためには平易な話しこ

とばに近い文章文体が必要であることを自覚して

おり，「読本」を通してそれを普及させようと企図

していた。 

 文章文体の面にいても，また教科書編集の理念

にいても，とりわけ新鮮だったのはドイツの読本

を参考にして編集された入門用の教科書『読書入

門』である。この読本の教科書冒頭は「ハナ」「ハ

ト」と単語の提出から始まり，順次段階的に句や

文の提出がなされていた。さらに「第 37課」に至

ると「アレ、アソコ ノ キ ニ ハナ ガ、サ

キマシタ。／ウグヒス モ、ナイテ ヰマス。／

ソコニ テフテフ モ、マウテ ヰマス。／サア

サア、ミンナ 一シヨ ニ、アノ ノハラ ニ デ

テ、アソビマセウ。」のように，子どもが発話主体

の文章が現れる。 

 山本正秀（1965，p.432）は，この教材文に対し

て「無味な会話の域を脱し，十分叙述性をそなえ

た表現的な口語文である」と評している。確かに

この教材文は，子どもの内発的な自己表現を誘発

するきっかけになりそうである。さらに『読書入

門』に続いて学習する『尋常小学読本・第一巻』

においては，全巻に談話体を使用した教材文が掲

載されていた。この文部省の編集した読本によっ

て，それ以降，民間会社の作成した小学校一年生

の読本の教材文も平易な「談話体」の文章に拠る

ことが定着したのだった。 

 もっとも以上は，「読本」に掲載された読むため

の文章に局限した話である。読本の教材文は，必

ずしも学習者が談話体の作文を書くことを期待し

て作成されていたわけではない。明治期において

は「読本」の外に作文教科書が用意されており，

そこでは江戸期とほぼ同内容の「往来物」や「書

牘」などが使われていた。いずれも文語文で記さ

れた実用的な手紙(書簡)文が満載されており，口

語文体は一切登載されていない。社会一般の認識

も，作文指導は，社会に出てすぐに役に立つ文語

体の手紙文を早い時期から習得させることであり，

正式な文章とは，漢文調の難解な文章や美文調の

雅文などのことであるというものだった。 

 

1.3 樋口勘次郎の「遠足作文」 

 こうした状況が変化し始めるのは，おおむね

1897（明治 30）年に入ってからである。滑川道夫

（1977）は，作文指導の時期区分として，1872（明

治 5）年から 1898（明治 31 年）までを「形式主
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義作文期」，1899（明治 32）年からを「自由発表

作文期」とする。さらに滑川は「自由発表主義の

作文教授」の嚆矢として，樋口勘次郎の教育実践

を挙げている。 

 そこでここでは，樋口の指導した児童の文章（遠

足作文）を検討してみたい。その作文は，1896（明

治 29）年 11 月刊行の『東京茗渓会雑誌』166 号

の誌上に掲載された「実験叢談」と題する報告の

中に採録されている。この論考は，樋口勘次郎の

名前を一躍全国的なものにした『統合主義新教授

法』（1899）に，ほぼそのままの形で再録されてお

り，「家庭と学校との連絡」という章の中に収めら

れていた。遠足作文を含むこの論考は，樋口が主

張する「統合主義教育」の実際を家庭にていねい

に報告し，遠足の教育的意義を主張することが主

眼となっている。 

 樋口はこの論考の中で，三名の児童作文を掲載

紹介しているが，どれも時間の順序にそって遠足

の経験を記したものである。そのうちの一名の作

文を以下に引用する。 

 

  二年級遠足   高須三次郎 

 二年級遠足に行く時はじめに不忍池を出かけて

だんだんをわたり、次に五十の戸（五重の塔）を

こへ美術学校の前をとほりてそれからすはさまを

おまいりして次に山林きよくの志けんばで木を習

ひて飛鳥山にてべんたうを食ひて休みて田端へ行

く道にて米やわたなどを見ながら田端のす天しよ

で歌を唄ひ又話をしてそれからき車に乗りて上野

へつきて又不忍池へかへりてそれから内へかへり

ました。    （）内は樋口勘治郎による補注。 

 

 今日の目からすると，この平凡な児童作文がそ

れほど画期的だったのかと思われる向きもあるだ

ろう。ありきたりで稚拙な小学生の作文であると

感じられる方があるかもしれない。だが当時は，

この作文がきわめて斬新だったのだ。たとえば，

中野（1968，p.28）は，「当時としてはまったく異

色のものであり，その実践を支えた教育観におい

て革新的なものを含んでいた」としているし，滑

川（1977，p.217）も「形式的文章の行われていた

明治 29年の時点では，新鮮な作文である」と高く

評価している。 

 

1.4 子どもが書いた口語文体 

 二年生の高須が書いたこの作文は，ほぼ口語文

で書かれていた。部分的には「とほりて」「食ひて」

「休みて」などの文語表現が残っているにせよ，

自分の経験が時系列で整理されている。別の二人

の児童作文も同様で，文語的な言い回しが若干混

在しているものの，やはり文章全体は基本的に口

語文で書かれている。これが大きな驚きだったの

である。 

 さらに興味深いのは，「五十の戸（五重の塔）」

「す天しよ（ステーション）」「内（家）」などの当

て字や，「き車（汽車）」「山林きよく（山林局）」

などの交ぜ書きが存在することである。樋口は，

こうした正格でない書き方もとりあえず許容して

いた。つまり，「五重の塔」という漢字を間違いな

く書くことよりも，まずは「ゴジュウノトウ」と

いう耳から聞こえた「音」を文字化して定着させ

ることを優先したのである。したがって，さしあ

たって「五十の戸」という表記でも構わないと考

えたのであろう。樋口にとってなによりも重要な

のは，まずは子どもに思ったこと考えたこと（思

想）を表出させることであり，規範通りの表記法

を使って書くことはその後でも良い，という立場

である。 

 すなわち，「生徒の自発活動」こそが最優先事項

であって，それを妨げるものは極力排除しようと

したのだった。樋口にとって，子どもたちが表現

の道具として使いこなすのに妨げとなるものの一

つが，旧来の「文語文」だったのである。 

 

1.5 言語形式の平易化と人間性の表出 

 樋口は，『統合主義新教授法』（1899）の「作文

教授法」の項で，「予は自作文に於ては別に教案を

立てず。只，文題を定めておくのみ。而して児童

には其の課題（目的指示）につき随意の文体によ

りて作文せしむ。」と，自分の好きな文体を選べば
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良いと記している。また，「文題」に関しては，「総

て児童は自己が面白しく感じたる所は，必ず他人

に語らんと欲し，之を語らしむれば流暢に談話す

るものなり。さる事項を採りて文題となさば，教

師は労せずして好成績を得んこと必せり。」とも述

べていた。当時は教師が選定した「文題」を与え

るのが通例だった。それに対して樋口は，子ども

自身が興味関心を持つ「文題」を与えるべきだと

考えていたのである。そもそもこの時附属小学校

で実施された「遠足」にしても，お仕着せとして

与えられた校外活動ではなかった。これは子ども

たちが自ら学校外に出て様々なことを見学したい

という内発的な要求を受けて，樋口が特別に企画

したものだったのである。 

 樋口は，形式に縛られた従来の枠組みから子ど

もを解き放ち，生来の「活動」に委せるべきだと

いう教育観を高く掲げた。そこからは，子どもが

興味を持って表現したい内容を作文の「題材」と

して取り上げて，文章形式にこだわらずに自由に

書かせるという作文指導の方法が生まれてくる。

それはまた，子どもに平易な言語表現形式を与え

さえすれば，児童本来の「人間性」は「自己表現」

として自然に表出される，という考え方となって

展開していく。 

 また樋口は，平易な言語形式の提示だけではな

く，書くべき「題材」として何を選択するのかに

関しても意欲的な試みを行っていた。それは，市

販されている子ども向け読みもの類を大量に教室

内に持ち込んだことである。当時はようやく子ど

も向けの平易な文章文体を使ったお伽噺や読み物

類が登場し始めており，その代表的なシリーズが，

博文館から出された巌谷小波の『日本昔噺』（1894

～96，博文館）だった。樋口は，小波のシリーズ

のほとんどを自分の教室で子どもたちに読み聞か

せをしている。その結果，樋口学級の児童たちの

興味関心は，自ずから教科書の読本が取り上げて

いる材料以外にも広がっていた。と同時に，教科

書の「談話体」だけではなく，一般の児童読み物

類で使われている平易な文体に関する言語感覚も

育っていた。つまり樋口は，教室の中に主体的な

「自己表現」を産み出す目的で，言語教育形式と

言語教育内容との双方に関わる多様な種子を蒔い

ていたことになる。 

 とはいうものの当然のことながら樋口の子ども

観は，最終的に明治の「教育勅語」体制の中にす

っぽりと収まるものだった。すなわち，それは儒

教的な色彩の色濃い訓育的な国家主義から出るこ

とはなかった。したがって，樋口の考える「人間

性」もその枠組みに規定されていた。だがこの後，

子どもたちに口語文体を使って作文を書かせる指

導は，多くの教師たちに支持されていく。また国

語読本以外の子ども読み物を導入する試みも，大

正期の熱心な教員の中に引き継がれていく。その

営みの中で，子どもたちの「人間性」の新しい側

面が発見されていく。 

 

2. 「自己表現」の内容（対象）の拡大 

2.1 童心主義的子ども観の広がり 

 新聞や雑誌など世間一般の大人たちが読む文章

が，「言文一致文体」に変化してきたこととも相俟

って，大正期に入ると子どもたちの「作文」が口

語文体で書かれることは，全国どこの学校におい

ても一般的になった。しかしそこで書かれる作文

は，文体こそ平易な口語文体であったものの，必

ずしも子どものみずみずしい感性や生き生きとし

たものの見方を十分に汲み上げたものとはいえな

かった。というのも学校作文の現場は，書き手の

内発的な「自己表現」を重視するよりも，国民教

育として実用的な言語能力を優先する傾向が強か

ったからである。 

 こうした言語教育の状況に大きなくさびを入れ

た象徴的な存在が，鈴木三重吉が 1918（大正 7）

年に創刊した雑誌『赤い鳥』である。知られてい

るように三重吉は，『赤い鳥』の創刊の「標榜語（モ

ットー）」で次のように述べている。「現在世間に

流行している子供の読物の最も多くは，その俗悪

な表紙が多面的に象徴している如く，種々の意味

に於て，いかにも下劣極まるものである。こんな

ものが子供の真純を侵害しつつあるといふことは，

単に思考するだけでも怖ろしい。」この宣言は，巌
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谷小波などが作製した教訓的な色彩が濃厚な通俗

的な子ども読み物に対する挑戦の言辞であり，通

行している訓育的な子ども観に対置して「子供の

真純」を据えたものだ。子どもの中に純粋さを見

ようとするこうした考え方は，「童心主義」と称さ

れる。文芸思潮でもある「童心主義」は，大正新

教育が主張する子どもを中心に置いた教育実践の

考え方やその方法とリンクし，その波は児童の作

文指導にも及んだのである。というより，ダンス

や子ども演劇，また童謡や自由画などの子どもの

自由な表現活動とともに，子どもの「自己表現」

の中心になったのは，ほかならぬ文章作成活動だ

った。 

 

2.2 児童自由詩の登場 

 とりわけ注目されるのが，子どもによる「詩」

の創作である。 

 雑誌『赤い鳥』では，北原白秋が子どもの詩の

選考に当たっていた。その活動の中から，子ども

による新しい文章表現として，「児童自由詩」と呼

ばれる子どもの書きことば文化が生まれる。ここ

では，後になってそれらの成果を北原白秋自身が

集成した単行本である『鑑賞指導児童自由詩集成』

から，随意に二つの作品と白秋の付した「選評」

を紹介してみよう。 

 

 『赤い鳥』1921（大正 10）年 10 月［第 7 巻第

4号］ 

      のぼり（推奨）  渡邊運平 尋四 

  あちらこちらに、 

  のぼりがたった。 

    うちには、 

    おかけじ一つ。 

 

【選評】渡邊君の「のぼり」も、何でもない、た

った三行(ママ)のうたですが、よその家はにぎや

かにお祭りのかざりをするのに、うちには、おか

けじが一つといふ、この心持ちがたまらなくかは

いさうにうたへてゐます。かういうのがほんたう

の童謡です。面白がりや、うまいこと言はうとい

ふ気持をはなれて、ほんたうに子供は子供の生活

を歌はねばなりません。 

     

 『赤い鳥』1924（大正 13）年 12 月［第 13 巻

第 6号］ 

    夕食（推奨）  中山みつ 14歳 

    うめぼしの 

    にほひまで 

    すうすうする月夜。 

    つめたい風に 

    ふかれながら， 

    夕飯をひとりたべてゐた。 

 

【選評】中山みつさんの「夕食」は気品のあるめ

づらしくいい詩です。芭蕉の句のやうな味があっ

て、かなりの大人の作家がまだ行けないところを、

やすやすと行ってゐるやうに思はれます。 

 

 これらの児童の作品は，いわゆる「定型詩」で

はない。いうまでもなく明治期に入ってから大人

の文学の世界では，旧来の定型詩の内容と形式と

が問い直され，大正初期には高村光太郎や萩原朔

太郎などが口語を使った自由詩を発表していた。

それとほとんど時期を同じくして，子どもたちは

口語による「詩」という形の「自己表現」を経験

したのである。 

 二つの詩には，取り立てて難解な語彙も使われ

ていないし，子どもたちの日常生活から離れた事

象が取り上げられているわけではない。子どもた

ちそれぞれが，自分の見たことや感じたことを言

文一致の文体によってそのまま表現しているだけ

である。だが，渡邊の「詩」からは，確かに彼の

「自己表現」が見て取れる。その時の感情は，直

接「哀しい」とか「淋しい」とかいうような感情

語によって言語化されているわけではない。しか

し，「あちこち」の「のぼり」と「うち」の「おか

けじ（掛軸）」との対比の中に，そうした心情を間

接的に読み取ることが可能である。また，中山の

「詩」では「うめぼしのにほひまですうすうする

月夜」という比喩表現にこの子どもの実感が端的
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に表れている。透徹した月夜の情景が嗅覚の記憶

と結びつけられて，冷え冷えとした風景が点綴さ

れ，そこに「夕飯をひとり」で食べるという行為

が加わって，閑寂の境地が描き出されている。 

 子どもたちは，こうした個性的な感性を内包し

ていたのだ。そのことは「口語自由詩」という言

語形式が登場するまで，十分に気付かれてはいな

かった。すなわち子どもたちは「繊細な感覚」や

「豊かな想像力」などの欠くべからざる「人間性」

をその内面に所持していたのである。「口語自由詩」

という言語形式は，それを引き出して，誰にでも

分かる形で外化することに成功した。この時，口

語自由詩という平易な言語形式によって「自己表

現」された言語作品は，これまで見ることのでき

なかった子ども独自の新しい「人間性」を抽出す

ることを可能にしたのである。 

 

2.3 「ありのまま」に書く作文指導の普及 

 鈴木三重吉は，作文活動で「ありのままに書く」

ことの重要性を主張した。それは，難解な漢語や

美文に依拠するのではなく，子どもたちの目に映

った事象や生活を「ありのまま」に書けば，自ず

から子どもの内面に潜んでいる「童心」が表現さ

れるという文章観に依拠していた。北原白秋によ

る「児童自由詩」の指導観もまったく同じである。

いうまでもなくここには，正岡子規の「写生」と

いう考え方や自然主義小説のリアリズム文章観な

どが色濃く投影されている。このような三重吉や

白秋の文章観は，そのまま学校教育の作文指導に

導入される。 

 すなわち，学校教育における作文指導では，芦

田恵之助の「自由選題」の提唱などを経て，子ど

もたちが自分の生活の中から自由に題材を選び，

それを平易な文章で「ありのまま」に記述するこ

とが一般的な「作文＝綴方」だと考えられるよう

になっていく。内面を表出するための道具として

の文章文体が子どもたちの話しことばに近づいた

おかげで，言語形式に対する抵抗はきわめて小さ

くなったのである。 

 もっとも言語抵抗が小さくなったからといって，

作文の指導では，本来的に言語形式に関する指導

を欠くことはできない。文章を書くには，文章の

構成や文体をどのように工夫するか，どのような

語彙を選択しどのように配列するかなどのレトリ

ックへの配慮が必要になるからだ。本来リアリズ

ム表現もそうした技巧とは無縁ではないし，平易

な言語で「ありのままに書く」という行為は，そ

こに働く言語形式への意識をゼロにすることとは

異なる。つまり，基本的に「見たまま」や「話す

とおり」に文章を書くことは不可能なのである。

もちろん言語形式を重視することは，従来のよう

に文語や雅語を過剰に使用したり，美文や漢文体

を選択することと同じではない。だが，平易な文

章には平易な文章の「文章形式」がある。それに

着目させずに，学習者に「見たまま」を「自然に」

綴らせさえすれば作文が成立するわけではない。

それにもかかわらず，この後の作文指導の展開を

見ると，平易な文章によって「ありのまま」に書

かせる作文指導が，レトリックや文章技巧に対す

る関心の程度をかなり低くさせたことも間違いな

い。 

 さらにまた，リアリズムとしての「ありのまま

に書く」というテーゼは，学校教育の中では，「嘘

を書かない」というある意味で道徳的な規範とも

結び付く。つまり，「正直」や「素直」という人間

の属性の問題が「ありのまま」という言語表現の

問題と直接にリンクしたのである。リアルにモノ

を観察するという行為は，必ずしも「正直」とい

う徳目と一致するわけではない。ファンタジーや

昔話は，ある意味で壮大な「嘘」である。それに

もかかわらず，人間教育を標榜する学校教育では，

「ありのまま」と「正直」とが近接しがちになる。 

 とりわけ，平易な文章で作文を書くことが「生

活指導」の手段になった時には，文章表現と人間

の内面の問題が密接に重なることが多い。たとえ

ば反省文や自白調書などの「作文」においては，

文章は表現者の内面を「ありのまま」に写し出す

透明な媒介物であることが前提となっている。そ

こでは，「反省」や「自白」という個人の内面の心

的作用は，そのままの形で文字化されると考えら
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れている。また，そのように「内面」を「ありの

まま」に表白した文章こそが理想的だとされる。

こうした文章が人間の内面をそのまま写し出して

いるという文章観は，今日でもまったく払底され

たわけではない。その結果，作文指導においても

「見たまま」「聞いたまま」をできるだけて詳しく

書くことを過度に強調する傾向は依然として残っ

ている。 

 

2.4 「生活綴方運動」の展開 

 さて，リアルにモノを見る作文指導の立場から

は，よく知られているように「生活綴方」教育運

動が展開した。子どもたちが身のまわりの生活，

とりわけ社会的・経済的な厳しい状況から目をそ

らさずに「ありのまま」に文章を表現した結果，

優れた生活綴方の文章が生まれたのである。そう

した作文や詩は熱心な教師たちによって集成され

て「文集」として各地で交流され，また作文教育

誌などを通して全国の教師同士のネットワークを

広げていった。こうして昭和初年には「生活綴方

運動」は，日本の子どもたちの作文指導に大きな

影響を与えることになり，その余波は現在にも及

んでいる。 

 海外から持ち込まれた教育理論や教育実践の方

法がそのまま取り入れられる傾向の強い日本の教

育文化の中で，「生活綴方」は日本独自の言語文化

の中から立ち上がって展開した教育的遺産として

大きな位置を占めている。そこでは，地域の教師

たちと子どもの実感に満ちた実践の積み重ねが大

きなうねりとなって，新しい言語文化を下から創

り出していったのである。「生活綴方運動」は，教

室の中の作文指導がより大きな日本の言語文化創

造運動につながった例の一つとして記憶しておく

必要がある。 

 もともと，国語教科書が国定になった 1903（明

治 36）年から，最後の国定読本が編集された 1945

（昭和 20）年までの期間は，国語の読本は基本的

に読むための教材集であった。それに対して，文

章を書くことを指導することを専用とする小学校

用の国語教科書は作製されなかった。そのために

国語科教育における作文指導はある程度の自由度

があって，教師個人の裁量が働く余地が比較的大

きかった。生活綴方教師たちは，文集の交換や児

童雑誌に投稿された子どもたちの作文を読ませる

ことで，作文の題材指導や文体の指導を積極的に

行うことができたのである。もっとも，1941（昭

和 16）年国民学校令が施行され，皇国主義的な教

育の強まりとともに「生活綴方運動」は弾圧され

てしまう。 

 

2.5 「山びこ学校」のリアリズム 

 しかし，戦後再び「生活綴方」は復活する。一

般に広く知られているこの時期の「生活綴方」の

仕事は，なんと言っても 1951（昭和 26）年に刊

行された『山びこ学校』である。青年教師無着成

恭が，山形県南村山郡山元村（現在は上ノ山市）

の中学校で子どもたちに書かせた詩や作文が収録

されており，その公刊は社会的な反響を呼んだ。

『山びこ学校』に関しては多くの研究があり，ま

た評論なども書かれている 2)。 

 この作文集が生活綴方作文の典型例であり，な

おかつ戦後教育の原点の一つでもあることは疑い

ないところであろう。『山びこ学校』に掲載された

作文のうちでは，文部大臣賞を受賞した江口江一

の作文が代表的な作品である。以下にその冒頭部

分の一部を引用する。 

 

 母の死とその後  江口江一 

            1 僕の家 

 僕の家は貧乏で、山元村の中でもいちばんぐら

い貧乏です。そして明日はお母さんの三十五日で

すから、いろいろお母さんのことや家のことなど

考えられてきてなりません。それで僕は僕の家の

ことについていろいろかいてみたいと思います。 

 明日は、いよいよいちばんちいさい二男（フタ

オ）と別れなければなりません。二男も、小学校

の三年生だが、お母さんが死んでから僕のいうこ

とをよく聞いて、あんなにちっちゃいのに、よく

「やんだ（いやだ）」もいわないで、バイタ（たき

ぎ）背負いの手伝いなどしてくれました。だから
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村木沢のお母さんの実家に行っても一丁前（いち

にんまえ）になるまでは歯を食いしばってがんば

るだろうと思っています。 

 ツユ子も、明日三十五日に山形の叔父さんがつ

れて行くように、親族会議で決まっていたのです

が、お母さんが死んでからもずうっと今もまだに

わとりせき（ひやくにちぜき）でねているので、

なおってからつれて行くことになりました。 

 それも間もなくつれていかれることでしょう。

そうすれば僕の家は今年七十四になる、飯たきぐ

らいしかできなくなったおばんちゃん（おばあさ

ん）と、中学二年の僕と二人きりになってしまう

ことになるのです。 

       2 母の死 

 なぜこのように兄弟がばらばらにならなければ

ならないかといえば、お母さんが死んだことと、

家が貧乏だということの二つの原因からです。（後

略） 

 

 中学三年生の江口の作文は，文庫本で 15 頁分

ほどの分量があって，ここに引用したのはその最

初の一ページ分位である。お母さんが亡くなって

からしばらく時間が経過し，家族離散が避けられ

ない状況になった前夜に書かれた文章である。作

文の中では，兄弟離散の原因として「母親の死」

と「貧乏」という二点が指摘されており，後半で

その事実と考察が取り上げられる。そこでは母親

の人がらや家族に関する叙述が続いた後，「貧乏」

の原因の究明が具体的な収支計算などのデータを

もとに記述される。事実をただ単に「ありのまま」

に記述するだけではなく，それを社会的な問題と

接続して解決を図る方途を級友の協力のもとに深

く考えようとしているのである。そこに「生活綴

方」の本領がある。 

 また，この作文には，江口の個人的な感性も「自

己表現」として表出されている。たとえば引用部

分には，弟を思いやるいかにも兄らしい心情が，

押さえた筆致で書かれている。まだ本人自身も中

学生でしかないのに，一家の主人として振る舞わ

なければならない覚悟やその切なさなども文章か

らうかがえる。 

 江口は文章を書くことで，自己の生活が社会と

の関係によって規定されていることをあらためて

確認した。そうした認識にうながされて，彼は主

体的協働的な社会参加行動に踏み出そうと決意す

る。このように事実をもとに冷静に思考を進めて

いく過程自体が，江口の「自己表現」になる。分

析に基づく科学的な思考を展開しようとする江口

の姿勢に支えられた文章の粘り強さ自体が，江口

の「人間性」の現れでもあった。 

 では，この作文の底に流れる文章と事実との関

係をどのように考えたらいいのか。 

 江口にとって，自分の家が「貧乏」であるとい

う「事実」は，この文章を書く以前から漠然と了

解していた。しかしその「事実」は，生活を具体

的に細緻に「書く」ことによって，より明らかに

なった。というより，言語化される以前に十分意

識化されていなかっことが，書くことではっきり

としたのである。リアルに書くという行為は，あ

らかじめ存在する「貧乏」という「事実」を，単

に言語を媒介として写し出す営みなのではなく，

作文を書く（言語化する）という行為そのものが，

「貧乏」という「事実」の詳細と実体を創り出す

のである。 

 これまで「ありのままに書く」という行為は，

あらかじめ存在する事物や現象を言語によって写

し出すことだと考えられてきた。確かに子どもの

中に存在する「童心」は，言語化することによっ

て取り出されたかもしれない。また，そこでの言

語の役割は，まるで透明な媒体として機能したよ

うに思われてきた。しかし，事態は逆である。江

口を取り巻く「現実」は，書くことによってのみ

姿を現したのである。言語化しなければ「事実」

は出現しない。それは，言語が見せてくれた「現

実」なのだ。たとえリアリズムによる表現であっ

ても，そこで表出された「現実」は言語によって

構成されている。 
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3. 「自己表現」の形式の拡大 

3.1 「言語論的転回」以降の作文表現 

 「言語が現実を構成する」という考え方は，一

般には「言語論的転回」と呼ばれる議論以降に定

着した。周知の通りそうした言語観は，ソシュー

ル以降の現代哲学論議の中で盛んに話題にされて

きた。そのうちでもヴィトゲンシュタインの言語

ゲームの考え方などが代表的なものであり，現代

哲学においては基本的な言説となっている。言語

が現実を反映するという旧来の思考法に対して，

逆に，現実は言語によって創り出されたものだと

考えるのである。別の言い方をすれば，私たちは

言語を通してしか「世界」を理解できないという

ことだ。「事実」や「現実」は人間の認識によって

識別されたものであり，その識別を可能にするの

は人間の「言語」しかない。つまり判断主体であ

る人間の言語を離れた「事実」というものはない。 

 もちろん，こうした言語観を導入したからとい

って，現場の作文指導が直ちに 180度変わるわけ

ではない。だが，リアリズム言語観に基づいた作

文指導が「現実」を「ありのまま」に書くことを

強調するあまり，逆に現代の多様な「現実」をと

らえにくくなり，ある種の行き詰まり状態に陥っ

ていたという状況がある。「現実」を鋭く，また豊

かに掘り起こすためには，「言語が現実を構成する」

という言語観が助けになるし，またそうした作文

活動の実践は，すでに 1960 年代の現場実践の中

にも萌芽的に出現していた。 

 以下では，「言語が現実を構成する」という言語

観から見た場合に，先駆的な試行だと考えられる

文章作成の実践指導を二点取り上げ，その意義を

あらためて考察する。両者ともに，発表当時はか

なり大きな反響を巻き起こしたが，今日ではほと

んど論議の対象になることが少ない教育実践であ

るが，きわめて重要な問題を提起している。それ

らの実践の可能性を，言語表現と「人間性」との

関係をめぐって考察する。 

 

3.2 「主体的児童詩」の再検討 

 まず取り上げるのは，「主体的児童詩」である。

これは，別に「たいなあ詩」とも呼称される。1960

年代に松本利昭が開発した児童詩教育論で，子ど

もの「欲望」を掘り起こした詩であることが評価

されている。しかし，かなり刺激的な内容が詩に

取り上げられたので，批判がそこに集中して論議

が深まらず評価が揺れている。そのうちもっとも

よく知られている作品を挙げてみる 3)。 

  

 むし人間     五年 石川せき子 

      クラスのみんなをおかまの中へつめた 

      ガギュッ、ガギュッ、と音がした 

       

      もじきむさるころだ 

      ふたをあけてみよう 

       

      みんなをかまの中から出した 

      みんな真赤だ、 

      魚屋へ せいぼのかわりに 

      むし人間を三六人やった。 

       

      魚屋のおばさんは 

      それを店に出した。 

 

 クラスの友達全員を釜の中で「蒸し」てそれを

魚屋へお歳暮に出す，という衝撃的な内容の詩で

ある。狭い生活指導的立場からみれば，この子ど

もの「人間性」そのものが疑われるような事例に

なるのかもしれない。もっともここに書かれた内

容は，実際に石川が経験した出来事でないことは

明らかである。とするならこの詩は従来の作文観

からすれば「事実」を「ありのまま」に書いた作

品ではないと判断されるだろう。 

 しかしこの詩は，旧来とは別の形で子どもの内

面を「ありのまま」に書いた作品だと考える必要

がある。これまでの「ありのまま」が，観察者が

外界を見たままを描写することを意味していたと

するなら，ここでの「ありのまま」は，自己の内

面を表出したものなのである。いうまでもなく，

人間の内面には常に意識化されている部面と十分

に意識化されていない部面とがある。普段は抑圧
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され意識化されていない内面の「欲望」に光を当

てて「ありのまま」に表出したのが，主体的児童

詩なのだ。 

 「主体的児童詩」を提唱した松本は，シュール

レアリズムの「自動記述法」を援用して，書き手

の「たいなあ」という気持ち，すなわちそれぞれ

の「欲望」を表現させようとしたという。なぜな

ら，そのことによって，「欲望開発によってはじめ

て再確認できた内部現実の認識」ができると考え

たからである。その意味でこうした手法による文

章作成の指導も，書き手の「内部現実」を「あり

のまま」に書く文章指導として位置づけられる。

つまり，ありのままに書くべき対象が，外面的な

「事実」から，それぞれの内面的な意識下の「事

実」にまで拡張されたのである 4)。 

 とはいえここでも「山びこ学校」の江口の作文

の場合と同様の事態が生じている。つまり石川に

とって「ありまま」に書こうとした対象の意識下

の「事実」は，言語表現をする以前から明確にな

っていたわけでない，ということである。もしか

すると石川は「蒸し人間」という概念のかけらさ

え自覚していなかったかもしれない。しかし彼女

の中で，いったん「蒸し人間」のイメージの片鱗

が湧き上がると，それは言語化されて記述されて

いく過程で次々とふくらんでいき，自分にとって

も意外な形で終着点に降り立ったのではないだろ

うか。つまり書き手の中にあらかじめ明確な具体

的な「欲望」が実体として存在していたのではな

く，「たいなあ」という「欲望」を詩で表現する言

語体験の中で，自己の内側からそれが想像的に引

き出され，自己運動を重ねて増殖していったので

ある。そうした文脈に立っていうなら，欲望の表

出をめざした口語自由詩という言語表現装置がこ

のような詩を成立させたことになる。つまり「言

語が現実を構成」したのである。 

 おそらく石川は，突然にまた単独でこうした詩

を生みだしたのではないだろう。「たいなあ」とい

う欲望を多様に掘り起こした例文の提示やそれに

類する友達の詩などもこの詩の誕生に大きな影響

を与えたと思われる。つまりは一種の「範文」で

ある。生活綴方的な「ありのまま」ではない「主

体的児童詩」が生まれるためには，それを誘発す

るようなモデルが存在したはずだ。またいったん

石川のような詩が生まれれば，類似のスタイルと

傾向を持った作品が次々と誕生し，それらが相互

に影響し合い変奏し合って，さらに新しい表現が

族生していくことになる。 

 この試みによって確認されたのは，子どもたち

は純真な「童心」を持っていると同時に，残酷で

凶暴ともいえる「童心」も持っているということ

だった。子どもたちはそうした複雑な「人間性」

を持っていたのである。そのような「人間性」を

開示したのは，新たな文体やイメージを内包した

「言語形式」だった。この意味で「主体的児童詩」

は，「言語論的転回」を教育実践として示した例の

一つとして把握することができるだろう。 

 

3.3 「のりうつる文体」による作文指導 

 「装置」としての言語形式の機能を，より自覚

的に作文指導に活かそうと考えた実践もある。そ

れは，大河原忠蔵による「状況認識の文学教育」

の実践活動である。大河原は自身が提唱した「状

況認識の文学教育」実践の中で，「のりうつる文体」

という用語を使用して，その作文指導の報告をし

ている。これも松本の詩の創作実践と時期を同じ

くしており，1960年代の実践事例である 5)。 

 大河原は，高校生たちに自分たちの置かれてい

る状況を鋭く見据えるような作文を書かせようと

考えた。私たちが日常的な目で周囲を見わたして

も，ただ平凡な「事実」が転がっているに過ぎな

い。したがって，それを「ありのまま」に書かせ

ても，平凡で日常に埋没したような作文しか生ま

れない。だが，そうした自分の日常を「非日常的

な目＝文学的認識」によって眺めるなら，凡庸な

視野はクリアーになり，覆い隠されていた事実が

新たに開けてくる。それを助けるのが「文学的認

識」であり，なかんずくその文学作品に特有の「文

体」である。 

 大河原は，『状況認識の文学教育入門』（1970，

p.110）で，次のようにいう。 
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 くわしくかきなさいとか、思った通りかきな

さいという方法では、状況に気づかせることは

できない。このめがねをかけて、身のまわりを見

なさいというふうに、生徒に、めがねを示して、

かけさせる必要がある。めがねとは、状況をえぐ

りだすのにふさわしい文体でかかれた文章であ

る。それは、主体の行動的エネルギーが、一種の

スピード感になってあらわれている文章、対象

の表面をなでまわすような文章ではなく、対象

に、きりこんでいくきれあじのいい文章のこと

である。 

 

 大河原は，安部公房の小説『けものたちは故郷

をめざす』の文章を分析しながら朗読を聞かせる

学習をした後，その文体を模倣させて自分たちの

生活を題材にした作文を書かせた。その意図は，

自問自答をくり返す特徴を持った安部公房の文体

に触れることで，「自分の中にくすぶっているぼん

やりとした自問自答の意識活動を，その水路に助

けられて，明確なものにして，外へ押し出す」た

めである。 

 これはある意味で，「範文主義」の変形である。

ただし旧来の「範文主義」は，それに限りなく近

づくための規範として「模範文」が存在した。し

かし大河原は，前衛作家が状況を鋭く切り取り認

識していく過程を刺激剤として，生徒各自に内面

を見つめさせようとする。他者の文体，リズム，

思考方法などの言語形式を身にまとわせることに

よって，自分の体験やそこで思ったことや考えた

ことを言語表出させるのである。そこで生まれた

生徒の作文は，安部公房風の文体を使ってそれぞ

れの自己体験を記述したものになる。 

 といって，大河原には生徒に「小説」を書かせ

ようという意図はない。彼は，「安部公房の文体が

頭の中で鳴り渡っているときは，安部公房と同じ

ようなめくりとり方で，状況をめくりとってかく

ことができる」という。そうした擬似的な体験を

させることにより，それぞれが「状況を認識でき

る」主体をつくり出すことが目的なのである。こ

れは明らかに透明な文章が書き手の内面にある

「主体」を写し出すという文章観ではない。外か

ら与えられた鋭い文章文体が書き手の中に新たな

「自己」を創出するという文章観に立っている。

つまり大河原の作文観は，文体＝文章形式が書き

手の内面＝人間性を開発していくという考え方な

のだ。それは「文は人なり」というよりも，積極

的に「文」によって「人」を創造していこうとい

う立場であり，いうならば「人は文なり」という

立場でもある。 

 ここでは紙数の関係で，生徒の書いた作文例を

示すことはできないが，生徒たちは自分自身の体

験を確かに「安部公房の文体が頭の中で鳴り渡っ

ている」ような文体で描写している。その結果，

鋭い心理描写と緊張感に満ちた緻密な作文が出現

した。もちろん記述内容は自分自身の体験なのだ

から，生徒たちがそれまで書いてきた作文のよう

に，「くわしく思い出して」「ありのまま」に書く

こともできたはずだ。しかし大河原は，そうした

慣れ親しんで当たり前になっている文体では新鮮

な切り取り方はできないと考えた。なによりも安

部公房が言語によって社会をとらえ，独自の文体

で作品化したそのプロセスに生徒を参加させたか

ったのである。 

 もちろんここで行われたのは，あえて仮想的に

安部公房の目になってみる言語活動を生徒に強い

ることだった。そういう強制的な側面は確かにあ

る。生徒によっては，まったく作文が書けない，

あるいはきわめて書きにくいという例もあったと

思われる。その点をとらえて，こうした実践は生

徒の意思に反した不自然な作文指導だという批判

をすることも可能である。 

 しかし国語科の作文指導にとってもっとも重要

なことは，単に作文を書く「道具」としての言語

を自在に駆使できるようにすることではない。仮

に最終目的をそこに置くとしても，まずは狭量な

自己の視野を広げ，多様な文体や文種の言語経験

を通すことがなされなければならない。書くこと

の学習活動が，かえって自己を矮小化し狭いとこ

ろに閉じ込めることがないようにしなければなら
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ないのである。そのためには，体験や経験，ある

いは事実を構成している言語そのものの機能を振

り返り，それを意図的に学習活動として組織して

いく必要がある。松本利昭の「主体的児童詩」や

大河原忠蔵の「のりうつる文体」の主張や実践は，

そうした学習の可能性を探るための大きなヒント

になる。 

 

まとめ 

 結局のところ小稿では，近代という時代からポ

ストモダンといわれる現代にいたるまでに，人間

の「自己」や「主体」を規定する言語観それ自体

が大きく変わってきたという事実の表層をなぞっ

たに過ぎなかったかもしれない。しかしそうした

変化が，現場の作文教育実践と密接に結び付いた

ものであったことはあらためて確認しておく必要

がある。 

 言語表現教育の現場は，より良い方向に社会を

変えていこうという意志と，それぞれの人々の内

面を豊かで深いものにしようという姿勢とによっ

て支えられている。また，表現者である子どもた

ちは，それぞれが置かれた多様な「状況」の中で

精一杯生きてきたし，現に生きている。それぞれ

の多彩な生活をいかに豊かな形で文章作成学習に

掬い上げることができるのか，国語教育にかかわ

る先人たちの多くはそこに腐心してきた。また現

在も教職員たちはそのことに苦心している。小稿

の目的は，そうした営みを，言語の機能の変化と

いう観点から相対化してみることだった。 

 現在の進行中の教育施策においては，言語活動

や言語体験の重視が主張されている。そのことを

強調するのはきわめて重要なことだ。しかし学校

教育の中で展開される言語活動が，日常的なレベ

ルの情報交換に終わったり，あるいはそれぞれの

固定観念をさらに補強するだけに終わったりして

いる事例は，枚挙に暇がない。言語活動を盛んに

交流するだけでは，それが各自の「学び」につな

がるという保証は無いのである。昨今「深い学び」

が強調されるのも，おそらくそうした教育現場の

実態を踏まえてのことであろう。 

 国語教育で達成されるべき「深い学び」は，道

具的な言語観に依拠するだけでは成立させること

はできない。学習活動で働く言語の機能を，個々

の場面に応じてあらためて問い直す必要がある。

活発な言語の交流が「人間性」を育むのは確かだ

としても，絶え間ない言語活動の過程で新たな「人

間性」が創出され続けていくことに目を向けなけ

ればならないし，それを担保する言語機能の解明

にも取り組んでいく必要がある。 

  なお本稿では，文学的表現と論理的な表現とを

明確に区分せず大きく文章創作活動としてひとま

とめにして考察してきた。同様に，散文と詩との

違いや学校段階における指導の差などにも言及し

なかったことをお断りしておきたい。  

 

注 

1) 「文は人なり」という慣用句は，18世紀のフラ

ンスの博物学者であるビュフォン (George 

Louis LeClerc de Buffon)が述べたもので，原

文は，Le style est l’homme meme.だと言われ

ている。とするなら，原義の「文」は，文章の

スタイルである「文体」を意味していたことに

なる。それが人口に膾炙し，また文章の変化に

ともなって，意味内容が拡張されていったの

だと思われる。 

2) 佐野眞一（1992）『遠い「山びこ」―無着成恭

と教え子たちの四十年』文藝春秋，佐藤国雄

（1991）『「山びこ」「山芋」―人間教育の昭和

史』朝日新聞社など。 

3) この児童作品は『児童詩教育」昭和 38年 5月，

に掲載された。なお，児玉忠は「主体的児童詩

教育の運動は，その質的に特異な（異様な）作

品だけが否定的な印象として人々の記憶に多

く残ってしまったようにみえる。しかし，主体

的児童詩論やそこから派生した児童詩教育論

の成果からは，現代の目で見ても詩の創作指

導としての方法的特質はもちろん，子どもに

創造性や認識力を育てようとする志向性やそ

の教育的意味について学ぶべきところは多い

のではないか」と述べている。稿者も同感であ
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る。児玉忠（1977）「主体的児童詩教育誌に関

する調査研究」『国語科教育』全国大学国語教

育学会， 

4) 松本利昭（1978）『主体的児童詩教育の理論と

方法』明治図書 

5) 大河原忠蔵『状況認識の文学教育』1968 p.92

に，「のりうつる文体」という表題を持った章

がある。 
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